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�愛媛県告示第１６３１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

、医療機関を次のように指定した。

平成１７年９月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６３３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

指定した医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１７年９月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６３４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の

規定により、介護機関を次のように指定した。

平成１７年９月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６３２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関が、名称を次のように変更した。

平成１７年９月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６３５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した

。

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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○ 開発行為に関する工事の完了………………………………………８９６

○ 道路の位置の指定……………………………………………………８９６

公 告

○ 愛媛県女性総合センターの指定管理者の募集……………………８９６

○ 愛媛県宇和海自然ふれあい館の指定管理者の募集………………８９８

○ 砂利採取業務主任者試験の実施……………………………………８９９

○ 松山観光港ターミナルの指定管理者の募集………………………８９９

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
指 定
年 月 日

いわまつ薬局 有限会社
ア ポ ト ラ イ

北宇和郡津島町高田丙
５４２

平成１７年
８月１日

松田循環器科内
科 松 田 昌 三 西条市三津屋南１３番地

５０
平成１７年
８月１日

エビスヤ薬局重
信店

有限会社
エビスヤ薬局

東温市志津川１７１セブ
ンスター重信店内

平成１７年
７月２２日

○ 愛媛県立都市公園の指定管理者の募集……………………………９００

任 免 辞 令

○ 公営企業任免辞令……………………………………………………９０２

告 示

医 療 機 関 の 名 称 開 設 者 の 氏 名

又 は 名 称
所 在 地 変 更 年 月 日

旧 新

小西産婦人科医院 こにし産科婦人科 医療法人小西産婦人科医院 新居浜市庄内町一丁目１３番
３５号 平成１６年１０月１８日

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
廃 止
年 月 日

森 岡 医 院 森 岡 雄 新居浜市多喜浜５３ 平成１６年
９月１１日

エビスヤ薬局重
信店

有限会社
エビスヤ薬局

東温市志津川１７１セブ
ンスター重信店内

平成１７年
７月２２日

介護機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
指 定
年 月 日

介護老人保健施
設あすなろ

医療法人
有津むらかみク
リニック

今治市伯方町北浦甲２２
８９番地１

平成１７年
７月２５日

毎週（火・金）曜日発行 第１６９１号 平成１７年９月６日

平成１７年９月６日火曜日 第１６９１号

愛 媛 県 報

８９３
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平成１７年９月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６３６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定

した。

平成１７年９月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６３７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業

を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１７年９月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人有津むらかみクリ
ニック

今治市伯方町有津甲２３３５番
地 介護老人保健施設あすなろ 今治市伯方町北浦甲２２８９番

地１ 平成１７年７月２５日

有限会社ケアサポートのど
か

宇和島市大超寺奥乙９０番地
１１ 訪問介護のどか 宇和島市大超寺奥乙９０番地

１１ 平成１７年７月１９日

有限会社芳光 新居浜市北新町１２番５２号 デイサービスセンターおく
じま 新居浜市北新町１２番５２号 平成１７年７月２１日

有限会社シグマ企画 西条市大町８４１番地６ サンケアネット 西条市大町８４１番地６ 平成１７年７月１３日

フランスベッドメディカル
サービス株式会社

東京都新宿区百人町一丁目
２５番１号

フランスベッドメディカル
サービス株式会社四国中央
営業所

四国中央市妻鳥町９８０－１
森商第二ビル１Ｆ 平成１７年７月２６日

介護機器のイトウ株式会社 今治市蒼社町２－２－３ 蒼社町のデイサービス 今治市蒼社町２－２－６７ 平成１７年８月２日

株式会社えひめメディコー
プ 松山市中村三丁目１番１号 グループホームとらや 新居浜市若水町二丁目７番

４号 平成１７年８月１７日

社会福祉法人丹原福祉会 西条市丹原町今井４５７番地
１

ヘルパーステーションル・
ソレイユ

西条市丹原町今井４５７番地
１ 平成１７年８月５日

社会福祉法人丹原福祉会 西条市丹原町今井４５７番地
１

デイサービスセンタール・
ソレイユ

西条市丹原町今井４５７番地
１ 平成１７年８月５日

社会福祉法人丹原福祉会 西条市丹原町今井４５７番地
１

短期入所生活介護事業所ル
・ソレイユ

西条市丹原町今井４５７番地
１ 平成１７年８月５日

医療法人康仁会 四国中央市三島金子２－７
－２２ グループホーム桃太郎 四国中央市中曽根町９９４番

地 平成１７年７月２９日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人岩村外科胃腸科 宇和島市吉田町魚棚２０番地
３

居宅介護支援事業所「いわ
むら」

宇和島市吉田町魚棚２０番地
３ 平成１７年８月５日

社会福祉法人丹原福祉会 西条市丹原町今井４５７番地
１

居宅介護支援事業所ル・ソ
レイユ

西条市丹原町今井４５７番地
１ 平成１７年８月５日

愛 媛 県 報平成１７年９月６日 第１６９１号

８９４
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�愛媛県告示第１６４１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定

に基づき、次のように都市計画を変更したいので、同条第２

項において準用する同法第１７条第１項の規定により、その都

市計画の変更の案を愛媛県庁及び新居浜市役所において告示

の日から２週間公衆の縦覧に供する。

平成１７年９月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

東予広域都市計画臨港地区 新居浜臨港地区

２ 都市計画を変更する土地の区域

�愛媛県告示第１６３８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の居宅介護

支援事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１７年９月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６３９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護

事業を次のように廃止した旨の届け出があった。

平成１７年９月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６４０号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第８条第１項の規定により市町から聴取した意見及び

同条第２項の規定により述べられた意見の概要は、次のとおりである。

これらの意見は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部商工労政課並びに新居浜市役所におい

て告示の日から１月間縦覧に供する。

平成１７年９月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社田窪若草ヘルパー 西予市明浜町狩浜２番耕地
３番地１ 有限会社田窪若草ヘルパー

（変更後）
西予市明浜町狩浜２番耕地
３番地１

平成１７年４月１日
（変更前）
西予市明浜町高山甲１３１０番
地

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社ひばり 宇和島市明倫町五丁目６番
１７号 ケアサービスひばり

（変更後）
宇和島市明倫町五丁目６番
１７号

平成１７年７月７日
（変更前）
宇和島市佐伯町二丁目３番
４号

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

宮 下 直 之 新居浜市松神子三丁目１番
２６号 医療法人宮下整形外科内科 新居浜市松神子三丁目１番

２６号 平成１２年５月３１日

医療法人織田耳鼻咽喉科医
院

新居浜市庄内町四丁目３番
２１号 織田耳鼻咽喉科医院 新居浜市庄内町四丁目３番

２１号 平成１２年１０月１０日

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所在地 法第８条第１項の規定により市町から聴
取した意見の概要

法第８条第２項の規定により述べられた
意見の概要

マルヨシセンター新居浜
東店

新居浜市田の上一丁目甲
１０９６番１外 生活環境保持の見地からの意見はなし。 店舗周辺の交通安全対策に配慮すること。

愛 媛 県 報平成１７年９月６日 第１６９１号

８９５
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公 告

� 追加する部分 新居浜市惣開町、大江町、港町、菊本

町一丁目、菊本町二丁目、垣生三丁目

、多喜浜及び黒島の各一部

� 削除する部分 新居浜市中須賀町二丁目、港町及び阿

島の各一部

�������
�愛媛県告示第１６４３号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１７年９月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

西予市宇和町坂戸５６６番、５６７番１、５６７番２及び５

６８番

２ 申請人の住所氏名

西予市宇和町加茂９８番地１

株式会社 千葉工務店 代表取締役 稲田 幹成

３ 図面省略

�公 告

愛媛県女性総合センターの指定管理者の募集について

愛媛県女性総合センターの指定管理者を次のとおり募集す

る。

平成１７年９月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 愛媛県女性総合センター（以下「センター」という。）

の概要

１ 所 在 地 愛媛県松山市山越町４５０番地

２ 設 置 目 的 女性の社会参加の促進、能力の開発等を通じて男女

共同参画の推進を図るため、各種の研修、相談等を

行い、及び各種の行事又は集会に必要な施設を提供

するとともに、配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護に関する法律（平成１３年法律第３１号）に規定

する配偶者暴力相談支援センターとして、各般の問

題についての相談、必要な指導及び情報の提供その

他の援助を行う。

３ 施 設 概 要 � 敷地面積 ４，９８３．９㎡

� 鉄筋コンクリート３階建て（延床面積４，５４９．５６

㎡）

ア １階

多目的ホール、女性団体連絡室、女性総合セ

ンター事務室等

イ ２階

視聴覚室、円卓会議室、図書情報資料室等

ウ ３階

レクリエーション室、研修室、和室等

エ その他

地下室、塔屋等

� 駐車台数 ４０台

� 開館年月日 昭和６２年１１月１日

４ 事 業 概 要 � 各種の研修及び相談並びに学習の機会の提供に

関すること。

� 情報の収集及び提供に関すること。

� 女性の文化活動、地域活動等への援助に関する

こと。

� 各種の行事又は集会に必要な施設の提供に関す

ること。

� その他必要な業務

� 配偶者暴力相談支援センターとしての業務（相

談、指導及び情報の提供その他の援助）

２ 指定管理者の業務

�愛媛県告示第１６４２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１７年９月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１７西建管第６７７号

平成１７年８月２２日

西条市下島山字石ノ脇甲１４３５番３乃至甲１４３５番６、甲１４３６番１、甲
１４３６番８乃至甲１４３６番１１、甲１４３６番１３乃至甲１４３６番１７及び甲１４３６番
１０地先水路並びに同市下島山字天神ノ下甲１４６７番７、甲１４６７番８及
び甲１４６７番７地先水路

西条市神拝甲５１１番地１０９
有限会社富士開発
代表取締役 井 下 富士男
西条市飯岡２５６５番地２５
有限会社平和エンジニアリング
代表取締役 金 子 尚 夫
西条市玉津７６１番地

高 橋 栄 次
西条市大町９０１番地

高 橋 眞 知 子
西条市大町３６２番地

川 口 正 美
川 口 伊 佐 江

新居浜市松原町５番３２２号
古 河 正 敏
古 河 好 美

１７松局建（開）第２９号

平成１７年８月２５日
伊予郡松前町大字鶴吉字拂川７９６番２

伊予市下吾川２３２番地１８２
白 石 智 教

１７松局建（開）第３０号

平成１７年８月２５日
伊予市下三谷字立谷１４９０番５

松山市西垣生町９２９番地６
フレグランス西垣生Ｂ－１０２号
� 永 雅 秀
� 永 郁 美
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� センターの事業の実施に関する業務

� センターの利用の許可に関する業務

� センターの利用に係る料金の収受に関する業務

� センターの利用の促進に関する業務

� センターの施設、附属設備及び備品の維持管理に関す

る業務

� その他知事が定める

３ 管理の基準

愛媛県女性総合センター管理条例（平成１７年愛媛県条例

第８８号）第４条から第１７条までの規定による。

４ 指定期間

平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日までの３年間（

予定）

５ 申請資格等

� 申請資格

申請資格を有するものは、県内に事務所を有する（又

は設ける予定である）など管理運営に当たって緊急時に

おける迅速な連絡・対応体制が確保・整備できる法人等

の団体で、次のいずれにも該当しないものとする。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の４の規定により愛媛県における一般競争入札の参加

資格を有しない者

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）等の規定に基づき更生又は

再生手続をしている法人等

ウ 愛媛県が行う建設工事等の請負又は物品の購入若し

くは製造の請負の指名競争入札について指名留保又は

指名停止措置を受けている法人等

エ 都道府県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納

している者

オ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の

取消しを受けたことがある者

カ 愛媛県における指定管理者の指定の手続において、

その公正な手続を妨げた者又は公正な価格の成立を害

し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

キ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定す

る暴力団をいう。以下同じ。）

ク 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員

を含む。以下同じ。）若しくは暴力団の構成員でなく

なった日から５年を経過しない者（以下「暴力団の構

成員等」という。）の統制の下にある団体

ケ 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めが

あるものの代表者又は管理人を含む。）のうちに、次

のいずれかに該当する者がいる団体

� 指定管理者の指定を請負とみなした場合に、地方

自治法第９２条の２、第１４２条（同法第１６６条第２項

及び第１６８条第７項において準用する場合を含む。

）又は第１８０条の５第６項の規定に抵触することと

なる者

� 成年被後見人又は被保佐人

� 破産者で復権を得ないもの

� 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり

、又はその刑の執行を受けることがなくなった日か

ら５年を経過しない者

� 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（第３１条第７項を除く。）の規定に違反し、又は刑

法（明治４０年法律第４５号）第２０４条、第２０６条、第

２０８条、第２０８条の３、第２２２条若しくは第２４７条

の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律（大正１５

年法律第６０号）の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、

その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受ける

ことがなくなった日から５年を経過しない者

� 暴力団の構成員等

� 複数の団体での共同申請

サービスの向上又は効率的運営を図る上で必要な場合

は、複数の団体での共同による申請ができる。

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア センターの管理を適正かつ確実に行うことができる

と認められるものであること。

イ センターの設置目的を最も効果的かつ効率的に達成

することができると認められるものであること。

� 選定方法

愛媛県女性総合センター指定管理者選定審査会におい

て、選定基準に基づいて総合的に評価して選定を行い、

その結果を知事へ報告し、知事は、審査会の選定を踏ま

え、指定管理者の候補者を決定する。

７ 申請に必要な書類

� 指定管理者指定申請書

� 宣誓書

� センターの管理運営に関する事業計画書及び収支計画

書

� 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書

� 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度におけ

る団体の財産目録、賃借対照表、事業報告書、損益計算

書及び利益処分計算書、法人税申告書（写）その他経営

の状況を明らかにする書類

� 申請書を提出する日の属する事業年度における団体に

関する事業計画書及び収支予算書

� 団体の概要を記載した書類

� 役員名簿

	 都道府県税について、未納がない旨の証明書


 法人税並びに消費税及び地方消費税について、未納の

税額がないことの証明書

� 印鑑証明書

� 提出書類のうち該当のないものについての申立書

８ 申請期間

平成１７年１０月４日（火）から平成１７年１０月１２日（水）ま

での執務時間中（午前８時３０分から午後５時１５分まで）と

する。ただし、郵送により提出する場合は、書留郵便又は

民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律

第９９号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しく

は同条第９項に規定する特定信書便事業者の提供する同条

第２項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるも

のにより、同日午後５時１５分までに必着のこと。
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９ 募集要綱の請求先及び申請書の提出先

愛媛県県民環境部県民協働局男女参画課事業係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２３３２

１０ その他

詳細は、募集要綱による。

�������
�公 告

愛媛県宇和海自然ふれあい館の指定管理者の募集につ

いて

愛媛県宇和海自然ふれあい館の指定管理者を次のとおり募

集する。

平成１７年９月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 愛媛県宇和海自然ふれあい館の概要

１ 所 在 地 愛媛県南宇和郡愛南町外泊６６番地１

２ 設 置 目 的 足摺宇和海国立公園の自然との触れ
合いを推進するため、同国立公園の
自然に関する情報提供を行うととも
に、休憩及び交流の場を提供する。

３ 施 設 概 要 � 建物
ア 構造

木造フッ素樹脂塗装鋼板瓦棒
葺平屋建

イ 床面積 ４７．２５㎡
（展示室２４．７５㎡、便所２２．５㎡

）
� 附帯施設
ア 駐車場 ３８．４㎡（４台）
イ 卓ベンチ ３基

� 敷地面積
５５１．７１㎡（愛南町町有地）

４ 事 業 概 要 � 足摺宇和海国立公園の自然に関
する情報の提供

� 休憩及び交流の場の提供
� その他必要な業務

２ 指定管理者の業務

� 足摺宇和海国立公園の自然に関する情報の提供に関す

る業務

� 休憩及び交流の場の提供に関する業務

� 自然ふれあい館の利用の促進に関する業務

� 自然ふれあい館の施設、附属設備及び備品の維持管理

に関する業務

� その他知事が定める業務

３ 管理の基準

愛媛県宇和海自然ふれあい館管理条例（平成１７年条例第

５１号）第４条から第９条までの規定による。

４ 指定期間

平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日までの３年間（

予定）

５ 申請資格等

� 申請資格

申請資格を有する者は、県内に事務所を有する（又は

設ける予定である）など管理運営に当たって緊急時にお

ける迅速な連絡・対応体制が確保・整備できる法人等の

団体で、次のいずれにも該当しないものとする。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の４の規定に該当する者

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）等の規定に基づき更生又は

再生手続をしている法人等

ウ 愛媛県が行う建設工事等の請負又は物品の購入若し

くは製造の請負の指名競争入札について指名留保又は

指名停止措置を受けている法人等

エ 法人税、都道府県税、消費税及び地方消費税を滞納

している者

オ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

１１項の規定による指定の取消しを受けたことがある者

カ 愛媛県における指定管理者の指定の手続において、

その公正な手続を妨げた者又は公正な価格の成立を害

し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

キ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定す

る暴力団をいう。）

ク 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員

を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日か

ら５年を経過しない者の統制の下にある団体

ケ 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めが

あるものの代表者又は管理人を含む。）のうちに、次

のいずれかに該当する者がいる団体

� 指定管理者の指定を請負とみなした場合に、地方

自治法第９２条の２、第１４２条（同法第１６６条第２項

及び第１６８条第７項において準用する場合を含む。

）又は第１８０条の５第６項の規定に抵触することと

なる者

� 成年被後見人又は被保佐人

� 破産者で復権を得ない者

� 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり

、又はその刑の執行を受けることがなくなった日か

ら５年を経過しない者

� 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（第３１条第７項を除く。）の規定に違反し、又は刑

法（明治４０年法律第４５号）第２０４条、第２０６条、第

２０８条、第２０８条の３、第２２２条若しくは第２４７条

の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律（大正１５

年法律第６０号）の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、

その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受ける

ことがなくなった日から５年を経過しない者

� 暴力団の構成員等

� 複数の団体での共同申請

サービスの向上又は効率的運営を図る上で必要な場合

は、複数の団体での共同による申請ができる。

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア 自然ふれあい館の管理を適正かつ確実に行うことが

できると認められること。

イ 自然ふれあい館の設置の目的を最も効果的かつ効率
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的に達成することができると認められること。

� 選定方法

選定委員会において、選定基準に基づいて総合的に評

価して選定する。（書類審査及び面接審査の実施を予定

）

７ 申請に必要な書類

� 愛媛県宇和海自然ふれあい館指定管理者指定申請書（

様式１）

� 誓約書（様式２）

� 愛媛県宇和海自然ふれあい館の管理運営に関する事業

計画書（様式３）

� 愛媛県宇和海自然ふれあい館の管理運営に関する収支

計画書（様式４）

� 定款、寄附行為、規約又はこれらに相当する書類

� 登記事項証明書

� 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業

報告書、貸借対照表、損益計算書又は財務状況を示す書

類

� 申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収

支予算書

	 団体の概要を記載した書類


 役員名簿

� 都道府県税の未納の税額がないことの証明書（様式５

）

� 法人税、消費税及び地方消費税の未納の税額がないこ

との証明書

 印鑑証明書

� 申立書（様式６）

８ 申請期間

平成１７年１０月４日（火）から１０月１２日（水）までの執務

時間中（午前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。た

だし、郵送により提出する場合は、書留郵便又は民間事業

者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）

第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第

９項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第２項に

規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものにより

、同日午後５時１５分までに必着のこと。

９ 募集要綱の請求先及び申請書の提出先

愛媛県県民環境部環境局自然保護課自然公園施設係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２３６７

１０ その他

詳細は、募集要綱による。

�������
�公 告

砂利採取業務主任者試験の実施について

砂利採取法（昭和４３年法律第７４号）第１５条第１項の規定に

基づき、平成１７年度砂利採取業務主任者試験を次のとおり実

施する。

平成１７年９月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 試験の場所

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁会議室（第一別館９階会議室１）

２ 試験の日時

平成１７年１１月１１日（金）１０時

３ 受験願書の提出期間

平成１７年１０月１１日（火）から２０日（木）まで。ただし、

郵送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付

ける。

４ 受験願書の請求先及び提出先

県庁土木部管理局土木管理課又は住所地を管轄する地方

局建設部若しくは土木事務所

�������
�公 告

松山観光港ターミナルの指定管理者の募集について

松山観光港ターミナルの指定管理者を次のとおり募集する

。

平成１７年９月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 施設の概要

松山観光港ターミナル（以下「ターミナル」という。）

１ 所 在 地 愛媛県松山市高浜五丁目２２５９番地１

２ 設 置 目 的 県都松山市の海の玄関としてふさわしい、利用
者や県民の憩いの場となる効率的で機能的な旅
客施設とする。

３ 施 設 概 要 ターミナルビル（鉄骨造２階）及び高架通路
旅客施設：待合室、多目的ホール、案内所等
共用施設：衛生施設、廊下、階段、機械室等
※ターミナルビルは、愛媛県と松山観光港ター
ミナル株式会社との共有建物であり、指定管理
者の管理に係る部分は、愛媛県の指定部分のみ
である。

２ 指定管理者の業務

ア 旅客施設の施設、付属設備及び備品の維持管理に関す

ること

イ その他知事が定める業務

３ 管理の基準

愛媛県港湾管理条例（昭和２８年愛媛県条例第４７号）第１５

条の５から第１５条の７までの規定による。

４ 指定期間

平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日までの３年間（

予定）

５ 申請資格等

� 申請資格

申請資格を有するものは、県内に主たる事務所（本社

機能を有するもの）を置き、又は置こうとする法人等の

団体で、次のいずれにも該当しないものとする。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の４の規定により愛媛県における一般競争入札の参加

資格を有しない者

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）等の規定に基づき更生又は

再生手続をしている法人等

ウ 愛媛県が行う建設工事等の請負又は物品の購入若し
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くは製造の請負の指名競争入札について指名留保又は

指名停止措置を受けている法人等

エ 都道府県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納

している者

オ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の

取消しを受けたことがある者

カ 愛媛県における指定管理者の指定の手続において、

その公正な手続を妨げた者又は公正な価格の成立を害

し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

キ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第７７号）第２項第２号に規定す

る暴力団をいう。以下同じ。）

ク 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員

を含む。以下同じ。）若しくは暴力団の構成員でなく

なった日から５年を経過しない者（以下「暴力団の構

成員等」という。）の統制の下にある団体

ケ 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めが

あるものの代表者又は管理人を含む。）のうちに、次

のいずれかに該当する者がいる団体

� 成年被後見人又は被保佐人

� 破産者で復権を得ない者

� 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり

、又はその刑の執行を受けることがなくなった日か

ら５年を経過しない者

� 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（第３１条第７項を除く。）の規定に違反し、又は刑

法（明治４０年法律第４５号）第２０４条、第２０６条、第

２０８条、第２０８条の３、第２２２条若しくは第２４７条

の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律（大正１５

年法律第６０号）の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、

その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受ける

ことがなくなった日から５年を経過しない者

� 暴力団の構成員等

� 複数の団体での共同申請

効率的管理を図る上で必要な場合は、複数の団体での

共同による申請ができる。

６ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア ターミナルの管理を適正かつ確実に行うことができ

ると認められるものであること。

イ ターミナルの設置の目的を最も効果的かつ効率的に

達成することができると認められるものであること。

� 選定方法

選定委員会において、審査基準に基づいた審査の結果

を踏まえ、知事が、総合的に評価して選定する。（書類

審査及び面接審査の実施を予定）

７ 申請に必要な書類

� 指定管理者指定申請書

� 宣誓書

� ターミナルの管理に関する事業計画書及び収支計画書

� 定款若しくは寄付行為及び法人登記事項証明書

� 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度におけ

る団体の財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算

書及び利益処分計算書その他経営の状況を明らかにする

書類

� 申請書を提出する日の属する事業年度における団体に

関する事業計画書及び収支予算書

� 団体の概要を記載した書面

� 役員名簿

	 都道府県税について、未納がない旨の証明書


 法人税並びに消費税及び地方消費税について、未納の

税額がないことの証明書

� 印鑑証明書

� 提出書類のうち該当のないものについての申立書

８ 申請期間

平成１７年９月２７日（火）から１０月１４日（金）までの執務

時間中（午前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。た

だし、郵送により提出する場合は、書留郵便又は民間事業

者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）

第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第

９項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第２項に

規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものにより

、同日午後５時１５分までに必着のこと。

９ 募集要綱の請求先及び申請書の提出先

愛媛県土木部河川港湾局港湾海岸課管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２６９１

１０ その他

詳細は、募集要綱による。

�������
�公 告

愛媛県立都市公園の指定管理者の募集について

愛媛県立都市公園（道後公園、総合運動公園、とべ動物園

、南予レクリエーション都市公園）の指定管理者を次のとお

り募集する。

平成１７年９月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 施設の概要

� 道後公園

１ 所 在 地 愛媛県松山市道後公園

２ 設 置 目 的 県民の憩い、安らぎの場とするとともに、中世
の湯築城跡を復元、保存、活用することにより
散策、休憩しながら歴史を学べる施設として設
置している。

３ 施 設 概 要 主要施設
管理棟（資料館）１棟 ２７１．００�
（うち資料館９６�）
復元武家屋敷 ２棟 １６０．８８�
土塀 ８か所 約１２０ｍ
土塁展示室 ５０．０８�

４ 指定管理者
の業務

ア 歴史学習の場としての湯築城跡の管理運営
イ 都市公園施設及び遊具の提供
ウ その他必要な業務

� 総合運動公園（とべ動物園、自由広場及び駐車場を除

く。）
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１ 所 在 地 愛媛県松山市上野町乙４６番地

２ 設 置 目 的 県民のスポーツ振興を図るため、県内スポーツ
の核となる陸上競技場や体育館などの各種運動
施設を整備するとともに、幅広いレクリエーシ
ョン活動に対応するため、キャンプ場や子供広
場などの各種余暇活動施設を設置している。

３ 施 設 概 要 主要施設
陸上競技場（３３，５９０�、鉄筋コンクリート３

階（一部鉄骨４階））、体育館（９，０４６�主体
育館２，１４２�、補助体育館１，１７８�）、テニス
コート（１６，６６０�、１６面）、補助競技場（１９，３
００�）、球技場（１９，９２０�）、弓道場（１，７０４
�）、相撲場（８，０００�）、多目的広場（１３，３
２０�）、キャンプ場（５，０００�）

４ 指定管理者
の業務

ア 総合運動公園（とべ動物園、自由広場及び
駐車場を除く。以下同じ。）内の有料公園施
設の適正な供用

イ 総合運動公園内の施設、備品の維持管理
ウ その他必要な業務

� とべ動物園

１ 所 在 地 愛媛県伊予郡砥部町上原町２４０

２ 設 置 目 的 県民が動物とふれあい、豊かな心を助長させる
とともに、動物の知識を得て動物愛護の精神を
学ぶ教育の場として、また、憩いや潤いを提供
する場として設置している。

３ 施 設 概 要 主要施設
獣舎 カンガルー・ワラビー舎ほか３５棟
管理施設 管理事務所ほか１４棟
便益施設 便所ほか８棟

４ 指定管理者
の業務

ア とべ動物園、総合運動公園の自由広場及び
駐車場の供用

イ 動物の飼育管理
ウ その他必要な業務

� 南予レクリエーション都市公園

１ 所 在 地 愛媛県宇和島市津島町ほか

２ 設 置 目 的 都市圏域から生じるレクリエーション需要を充
足するため、南予地域にレクリエーション公園
施設を整備し、健全な屋外のレクリエーション
の場を提供する。

３ 施 設 概 要 第１号公園（宇和島市津島町）
日本庭園南楽園、ローラースケート場、イベ
ント広場、オートキャンプ場ほか

第３号公園（愛南町）
野球場、テニスコート、多目的広場、屋内運
動場、球技広場、宇和海展望タワー、キャン
プ場、紫電改展示館、こども動物園ほか

第４号公園（宇和島市津島町）
ゴーカート場、多目的広場、テニスコートほ
か

第５号公園（愛南町）
テニスコート、多目的広場、御荘プールほか

第６号公園（宇和島市日振島）
キャンプ広場ほか

第７号公園（愛南町）
ジャンボスラーダー、スロープカーほか

４ 指定管理者
の業務

ア 南予レクリーション都市公園施設の供用
イ 南予レクリーション都市公園内の施設及び
備品等の維持管理

ウ その他必要な業務

２ 管理の基準

愛媛県立都市公園条例（昭和３４年愛媛県条例第１９号）第

１５条から第１５条の１５までの規定による。

３ 指定期間

平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日までの３年間（

予定）

４ 申請資格等

� 申請資格

申請資格を有するものは、県内に主たる事務所（本社

機能を有するもの）を置き、又は置こうとする法人等の

団体で、次のいずれにも該当しないものとする。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の４の規定により愛媛県における一般競争入札の参加

資格を有しない者

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）等の規定に基づき更生又は

再生手続をしている法人等

ウ 愛媛県が行う建設工事等の請負又は物品の購入若し

くは製造の請負の指名競争入札について指名留保又は

指名停止措置を受けている法人等

エ 都道府県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納

している者

オ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の

取消しを受けたことがある者

カ 愛媛県における指定管理者の指定の手続において、

その公正な手続を妨げた者又は公正な価格の成立を害

し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

キ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第７７号）第２項第２号に規定す

る暴力団をいう。以下同じ。）

ク 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員

を含む。以下同じ。）若しくは暴力団の構成員でなく

なった日から５年を経過しない者（以下「暴力団の構

成員等」という。）の統制の下にある団体

ケ 役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めが

あるものの代表者又は管理人を含む。）のうちに、次

のいずれかに該当する者がいる団体

� 成年被後見人又は被保佐人

� 破産者で復権を得ない者

� 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり

、又はその刑の執行を受けることがなくなった日か

ら５年を経過しない者

� 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（第３１条第７項を除く。）の規定に違反し、又は刑

法（明治４０年法律第４５号）第２０４条、第２０６条、第

２０８条、第２０８条の３、第２２２条若しくは第２４７条

の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律（大正１５

年法律第６０号）の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、

その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受ける

ことがなくなった日から５年を経過しない者

� 暴力団の構成員等

� 複数の団体での共同申請

効率的管理を図る上で必要な場合は、複数の団体での
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古紙配合率100％再生紙を使用しています 

任 免 辞 令
共同による申請ができる。

５ 指定管理者の選定方法等

� 選定基準

ア 各県立公園の管理を適正かつ確実に行うことができ

ると認められるものであること。

イ 各県立都市公園の設置の目的を最も効果的かつ効率

的に達成することができると認められるものであるこ

と。

� 選定方法

選定委員会において、県立都市公園ごとに、審査基準

に基づいて審査した結果を踏まえ、知事が、総合的に評

価して選定する。（書類審査及び面接審査の実施を予定

）

６ 申請に必要な書類

� 指定管理者指定申請書

� 宣誓書

� 指定を受けようとする県立都市公園の管理に関する事

業計画書及び収支計画書

� 定款若しくは寄付行為及び法人登記事項証明書

� 申請書を提出する日の属する事業年度の前年度におけ

る団体の財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算

書及び利益処分計算書その他経営の状況を明らかにする

書類

� 申請書を提出する日の属する事業年度における団体に

関する事業計画書及び収支予算書

� 団体の概要を記載した書面

� 役員名簿

	 都道府県税について、未納がない旨の証明書


 法人税並びに消費税及び地方消費税について、未納の

税額がないことの証明書

� 印鑑証明書

� 提出書類のうち該当のないものについての申立書

７ 申請期間

平成１７年９月２７日（火）から１０月１４日（金）までの執務

時間中（午前８時３０分から午後５時１５分まで）とする。た

だし、郵送により提出する場合は、書留郵便又は民間事業

者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）

第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第

９項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第２項に

規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものにより

、同日午後５時１５分までに必着のこと。

８ 募集要綱の請求先及び申請書の提出先

愛媛県土木部道路都市局都市整備課都市公園管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２７４６

１０ その他

詳細は、募集要綱による。

�公営企業任免辞令
８月１５日

愛媛県技術吏員 定 井 結 子

願により本職を免ずる
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